
	 図表 2 	 平成30年度文化庁予算

（単位：百万円）

（注）1．単位未満を各々四捨五入しているため，合計額と合致しない場合がある。

日本芸術文化振興会
10,173（9.4%）
運営費交付金10,089
施設整備費 83

国立文化財機構
9,149（8.5%）
運営費交付金8,744
施設整備費 405

国立科学博物館
2,729（2.5%）

文化財の総合的な
活用による観光
戦略実行プランの推進
12,333（11.5%）

文化財の適切な修理等による
継承・活用等
31,033（28.8%）

文化財の適切な修理等による
継承・活用等
31,033（28.8%）

文化財保護の充実
48,226（44.8%）

文化財の公開活用，
伝承者養成，鑑賞
機会の充実等
4,231（3.9%）

文化財の公開活用，
伝承者養成，鑑賞
機会の充実等
4,231（3.9%）

その他
629（0.6%）

国立文化
施設関係
31,400

（29.1%）
平成30年度

予算額
107,729百万円

その他
2,624（2.4%）

芸術家等の人材育成
8,630（8.0%）
芸術家等の人材育成
8,630（8.0%）

芸術文化の振興
24,459（22.7%）
芸術文化の振興
24,459（22.7%）

文化芸術創造活動への
効果的な支援
6,830（6.3%）

文化芸術資源
の創造・活用
による地方創
生と経済活性
化等の推進
6,374（5.9%）

文化芸術資源
の創造・活用
による地方創
生と経済活性
化等の推進
6,374（5.9%）

その他
3,644

（3.4%）

運営費交付金 2,729

国立美術館
9,349（8.7%）
運営費交付金7,539
施設整備費 1,810

	 第2節	 	新・文化庁の構築に向けた機能強化
と本格移転に向けた取組

1 新・文化庁の構築に向けた機能強化
「文化芸術立国」を実現していくため，平成28年の「文化芸術立国の実現を加速する文化

政策―「新・文化庁」を目指す機能強化と2020年以降への遺産（レガシー）創出に向けた
緊急提言―（答申）」（平成28年11月17日 文化審議会）において，政策を総合的に調整し推
進していくための体制の整備に努めることが答申され，加えて，29年の「文化芸術基本法」
の改正において，文化庁の機能の拡充等を検討し，必要な措置を講ずるものとされました。

また，平成28年 3 月には地方創生等の観点から，「政府関係機関移転基本方針」（まち・ひ
と・しごと創生本部決定）において，文化庁の京都への全面的な移転が決定されたところで
す。

このような背景を踏まえ，文化庁では，「文部科学省設置法」等を改正し内部組織の再編
を行い，平成30年10月に新体制を整えました。具体的には，文化に関する基本的な政策の
企画及び立案並びに推進に関する事務等を文化庁の所掌事務に加えるとともに，学校におけ
る芸術に関する教育の基準の設定に関する事務及び博物館による社会教育の振興に関する事
務を文部科学省本省から移管しました。また，組織としては，文化部・文化財部の二部制の
廃止や文化資源活用課の設置など，時代区分を超えた組織編制，分野別の縦割型から目的に
対応した組織編制とし，政策課題への柔軟かつ機動的な取組に対応できるようにしました。
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	 図表 3 	 新・文化庁の組織

■文化財第一課

■参事官（文化創造担当）

■文化財第二課

■宗務課

■政策課
■著作権課
■国際課

長官官房

新・文化庁の組織について

文化部

文化財部

■芸術文化課
■国語課
■宗務課

■伝統文化課
■美術学芸課
■記念物課
■参事官（建造物担当）

地域文化創生本部

部制廃止に
よる機動的
対応

省内業務
（博物館・
芸術教育）
の移管

分野別
タテ割りから
機能重視へ

平成30年10月1日～これまで

文化芸術基本法を踏まえた文部科学省設置法の改正により，2018年10月より文化庁は新しい組織と
なります。具体的には，京都への移転を見据え，次長を2人配置するとともに，文化部や文化財部を
廃止し，総合的な文化行政の一層の推進に向けた機能強化を図ります。

長官・次長・審議官・文化部長・文化財部長
・文化財鑑査官

長官・次長・次長・審議官・審議官
・文化財鑑査官

定員231人 定員253人

・文化庁全般の人事，機構定員，予算，顕彰制度
・文化庁全体の総合調整，日本文化の発信，文化政策調査研究（※1）

・不動産である文化資源の活用に関すること
・世界文化遺産・無形文化遺産に関すること，日本遺産に関すること

・無形・動産である文化資源の活用に関すること（※2）
・生活文化振興，文化創造支援，文化による地方創生・共生社会推進

・建造物以外の有形文化財の調査・指定等に関すること
・無形文化財，民俗文化財，文化財保存技術の調査・指定等に関する
こと

・建造物である有形文化財の調査・指定等に関すること
・記念物，文化的景観.伝統的建造物群保存地区の調査・指定等に関す
ること

・宗教法人に関する認証等に関すること
・宗教に関する専門的，技術的な指導及び助言を行うこと

・国会対応総括，文化芸術推進基本計画
・博物館，劇場・音楽堂など文化施設，アイヌ文化，文化独法

・文化経済戦略など各省との連携調整
・国際文化交流，国際協力

・著作者の権利・出版権及び著作隣接権の保護及び利用に関すること
・著作権等に関する条約に関する事務を処理すること

・国語の改善及びその普及に関すること
・外国人に対する日本語教育に関すること

・実演芸術，映画・メディア芸術などの振興に関すること
・学校における芸術に関する教育の基準の設定など人材育成

■企画調整課

■文化経済・国際課

■参事官（芸術文化担当）

■著作権課

■国語課

■文化資源活用課

（H29.4より京都に設置）

地域文化創生本部
■政策課

※下線は遅くとも2021年度中を目指し京都に移転。参事官（文化創造担当）は当面，地域文化創生本部事務局を担う
本格移転までの間，文化調査研究（※1）は参事官（文化創造担当）で，無形・動産である文化資源の活用に関すること（※2）は文化
財第一課で実施。

2 文化庁の京都への移転について
（1）「地域文化創生本部」の設置

平成29年 4 月に，先行移転として京都に地元（京都府・京都市・京都商工会議所・関西
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広域連合，関西経済連合会等）の協力も得て「地域文化創生本部」を設置し，文化に関する
政策調査研究，地域の幅広い文化芸術資源の活用による地方創生，食文化など生活文化の振
興，文化財等を生かした広域文化観光など，京都，そして関西の方々とも手を携えながら，
新たな政策ニーズ等に対応した取組を進め始めています。

（2）本格移転に向けた取組
今後，遅くとも令和 3 年度中を目指すこととされる京都への本格的な移転に向け，テレビ

会議システム等のICTを活用した業務効率化など，遠隔で行う業務の試行・改善の検討を
行い，我が国全体の文化行政の更なる強化につなげるべく，引き続き関係省庁等と連携しな
がら，準備を進めてまいります。

	 第3節	 	2020年東京オリンピック・パラリンピック
競技大会に向けた文化プログラム

1 文化プログラムの展開について
文化の祭典でもある2020年東京大会は，魅力ある日本文化を世界に発信するとともに，

地域の文化資源を掘り起こし，地方創生や観光振興の実現にもつなげる絶好の機会となりま
す。

こうした中，2020年東京大会に向けて，「東京2020文化オリンピアード」や「beyond2020
プログラム」といった文化プログラムの取組が進められています。これらは大会ビジョン等
を踏まえ，日本文化の再認識と継承・発展，次世代育成と新たな文化芸術の創造，日本文化
の世界への発信に資する取組や，成熟社会にふさわしい次世代に誇れるレガシーの創出を見
据えた取組に対して認証を行うものです。

これらの取組を通して，我が国の文化芸術が一層振興され，更に日本全国で2020年東京
大会の機運が大いに高まることが期待されています。

	 図表4 	 東京2020大会に向けた文化プログラムの枠組

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 中央省庁，地方自治体

プログラム
東京2020文化オリンピアード

beyond2020
プログラム東京2020公認

文化オリンピアード
東京2020応援

文化オリンピアード

概要

「オリンピック憲章」に基づいて行わ
れる公式文化プログラム

東京大会の主なステークホルダー等が
大会ビジョンの実現に相応しい文化芸
術性の高い事業を実施

「オリンピック憲章」に基づいて行わ
れる公式文化プログラム

非営利団体等がオリンピック・パラリ
ンピックムーブメントを裾野まで広げ
る事業を実施。

2020年以降を見据え，レガシー創出
に資する文化プログラム

営利・非営利を問わず多様な団体が実
施。

※�オリンピック・パラリンピックの文
言使用は不可

実施主体
組織委員会，国，開催都市，会場所在
地方公共団体，公式スポンサー，
JOC，JPC

会場所在地以外の地方公共団体，独立
行政法人を含む非営利団体

文化オリンピアードの実施主体に加え
て，公式スポンサー以外の企業も対象

ロゴマーク
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